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(57)【要約】
【課題】３Ｄプローブを用いてリアルタイム断層画像を
表示する場合において、観察支援、操作支援及び設定支
援を行う。
【解決手段】送受信制御部４２は、選択された支援モー
ドに対応する複合走査シーケンスに従って、超音波ビー
ムの電子走査を制御する。複合走査シーケンスは、時間
軸上において間欠的に実行される複数の基本走査とそれ
らの合間に間欠的に実行される複数の補助走査とを含む
。断層画像形成部２０は、複数の基本走査により順次取
得される複数の断面データに基づいてリアルタイム断層
画像を形成する。観察支援像生成部３０、操作支援像生
成部３４及び設定支援像生成部３６は、複数の補助走査
により取得される参照データに基づいて、観察支援像、
操作支援像及び設定支援像を生成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内三次元空間において電子走査される超音波ビームを形成する３Ｄプローブと、
　時間軸上において間欠的に実行される複数の基本走査とそれらの合間に間欠的に実行さ
れる複数の補助走査とを含む複合走査シーケンスに従って、前記超音波ビームの電子走査
を制御する制御部と、
　前記複数の基本走査により前記三次元空間内の観察断面から順次取得される複数の断面
データに基づいて、リアルタイム断層画像を形成する画像形成部と、
　前記複数の補助走査により前記三次元空間の全部又は一部分から取得される参照データ
であって前記観察断面以外から取得されるデータを含む参照データに基づいて、前記リア
ルタイム断層画像と共にユーザーに提供される支援情報を生成する支援情報生成部と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の超音波診断装置において、
　前記各基本走査では高ビーム密度で複数の超音波ビームが形成され、
　前記各補助走査では前記高ビーム密度よりも低い低ビーム密度で複数の超音波ビームが
形成される、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１記載の超音波診断装置において、
　前記支援情報生成部は、
　前記参照データに基づいて前記三次元空間内の対象組織の向きを判定する向き判定器と
、
　前記支援情報として前記対象組織の向きを表す観察支援像を生成する観察支援像生成器
と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１記載の超音波診断装置において、
　前記支援情報生成部は、
　前記参照データに基づいて対象断面に対する前記観察断面のずれを演算する演算器と、
　前記観察断面のずれに基づいて前記支援情報として前記観察断面の位置及び姿勢の変更
を支援する操作支援像を生成する操作支援像生成器と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項４記載の超音波診断装置において、
　前記演算器は前記観察断面のずれとして複数のずれ成分を解析し、
　前記操作支援像生成器は前記操作支援像として前記複数のずれ成分に対応した複数の成
分別操作支援像を生成する、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１記載の超音波診断装置において、
　前記操作支援像生成部は、
　前記参照データに基づいて前記観察断面と直交関係を有する直交画像を生成する直交画
像生成器と、
　前記支援情報として前記直交画像と超音波ビーム走査範囲を表した範囲マーカーとを含
む設定支援像を生成する設定支援像生成器と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１記載の超音波診断装置において、
　前記支援情報生成部は、
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　前記参照データとしての第１の参照データに基づいて前記三次元空間内の対象組織の向
きを判定し、前記支援情報の１つとして、前記対象組織の向きを表す観察支援像を生成す
る手段と、
　前記参照データとしての第２の参照データに基づいて前記観察断面のずれを演算し、前
記支援情報の１つとして、前記観察断面のずれに基づいて前記観察断面の位置及び姿勢の
変更を支援する操作支援像を生成する手段と、
　前記参照データとしての第３の参照データに基づいて前記観察断面と直交関係を有する
直交画像を生成し、前記支援情報の１つとして、前記直交画像と超音波ビーム走査範囲を
表した範囲マーカーとを含む設定支援像を生成する手段と、
　前記観察支援像、前記走査支援像及び前記設定支援像を選択的に表示する手段と、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波診断装置において実行されるプログラムであって、
　時間軸上において間欠的に実行される複数の基本走査とそれらの合間に間欠的に実行さ
れる複数の補助走査とを含む複合走査シーケンスに従って、三次元空間内における超音波
ビームの電子走査を制御する機能と、
　前記複数の基本走査により前記三次元空間内の観察断面から順次取得される複数の断面
データに基づいて、リアルタイム断層画像を形成する機能と、
　前記複数の補助走査により前記三次元空間内の全体又は一部分から取得される参照デー
タであって前記観察断面以外から取得されるデータを含む参照データに基づいて、前記リ
アルタイム断層画像と共にユーザーに提供される支援情報を生成する機能と、
　を含むことを特徴とするプログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置及びプログラムに関し、特に、電子走査の制御及び電子走査に
より得られるデータの処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断の分野において、二次元振動素子アレイを備えた超音波プローブ（以下、３
Ｄプローブという。）が利用されている。３Ｄプローブは、超音波ビームの二次元電子走
査により、生体内の三次元空間からボリュームデータを取得する場合に用いられる。また
、三次元空間内の観察断面から断面データを取得する場合にも用いられる。
【０００３】
　例えば、産科における胎児の超音波検査においては、３Ｄプローブを用いて、胎児の腹
部、頭部等に対して計測が実行される。その際、胎児における対象断面（計測対象断面）
に３Ｄプローブの観察断面（走査面）が合わせられる。その上で、表示された断層画像上
において距離、面積等を求める計測が実行される。
【０００４】
　特許文献１には、生体内の三次元空間から取得されたボリュームデータに基づいて、胎
児の向きを特定することが可能な超音波診断装置が開示されている。具体的には、その超
音波診断装置において、ユーザーからのガイド表示要求があった場合、その時点での二次
元超音波画像が表示され続けられ、それと並行して、ボリュームデータが取得されてその
ボリュームデータに基づいて胎児の向きが特定されている。その後、特定された胎児の向
きを表すガイドが表示されている。
【０００５】
　なお、特許文献２には、胎児に対する複数の計測結果に基づいて胎児の向きを判定し得
る超音波診断装置が開示されている。特許文献３には、探索用ボリュームデータの中から
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対象断面を探索し得る超音波診断装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－１２４２６９号公報
【特許文献２】特開２０１５－１７１４７６号公報
【特許文献３】特開２０１７－１０４２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　３Ｄプローブを用いて動画像としてのリアルタイム断層画像を表示し続けることを前提
として、ユーザーによる組織の観察を支援し、ユーザーの３Ｄプローブ操作を支援し、あ
るいは、ユーザーによる走査条件の設定を支援することが望まれる。例えば、産科におい
て、胎児に対する計測を行う場合、胎児における複数の対象断面が円滑に順次表示される
ように、ユーザーを支援することが望まれる。なお、特許文献１～３のいずれにもリアル
タイム断層画像の継続的表示を前提とした二次元電子走査制御については記載されていな
い。
【０００８】
　本発明の目的は、３Ｄプローブを用いてリアルタイム断層画像を表示する場合において
、３Ｄプローブが有する機能を活用してユーザーを支援することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る超音波診断装置は、生体内三次元空間において電子走査される超音波ビー
ムを形成する３Ｄプローブと、時間軸上において間欠的に実行される複数の基本走査とそ
れらの合間に間欠的に実行される複数の補助走査とを含む複合走査シーケンスに従って、
前記超音波ビームの電子走査を制御する制御部と、前記複数の基本走査により前記三次元
空間内の観察断面から順次取得される複数の断面データに基づいて、リアルタイム断層画
像を形成する画像形成部と、前記複数の補助走査により前記三次元空間の全部又は一部分
から取得される参照データであって前記観察断面以外から取得されるデータを含む参照デ
ータに基づいて、前記リアルタイム断層画像と共にユーザーに提供される支援情報を生成
する支援情報生成部と、を含むことを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明に係るプログラムは、超音波診断装置において実行されるものであり、当該プロ
グラムは、時間軸上において間欠的に実行される複数の基本走査とそれらの合間に間欠的
に実行される複数の補助走査とを含む複合走査シーケンスに従って、三次元空間内におけ
る超音波ビームの電子走査を制御する機能と、前記複数の基本走査により前記三次元空間
内の観察断面から順次取得される複数の断面データに基づいて、リアルタイム断層画像を
形成する機能と、前記複数の補助走査により前記三次元空間内の全体又は一部分から取得
される参照データであって前記観察断面以外から取得されるデータを含む参照データに基
づいて、前記リアルタイム断層画像と共にユーザーに提供される支援情報を生成する機能
と、を含むことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、３Ｄプローブを用いてリアルタイム断層画像を表示する場合において
、ユーザーに対して支援情報を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係る超音波診断装置を示すブロック図である。
【図２】図１に示した超音波診断装置の動作例を示すフローチャートである。
【図３】複合走査の第１例を示す図である。
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【図４】複合走査の第２例を示す図である。
【図５】複合走査シーケンスを示す図である。
【図６】観察支援像生成部の第１構成例を示す図である。
【図７】観察支援像の第１例を示す図である。
【図８】観察支援像の第２例を示す図である。
【図９】観察支援像生成部の第２構成例を示す図である。
【図１０】操作支援像生成部の構成例を示す図である。
【図１１】複合走査の第３例その１～その３を示す図である。
【図１２】操作支援像その１～その３を示す図である。
【図１３】複合走査の第４例を示す図である。
【図１４】複合走査シーケンスを示す図である。
【図１５】設定支援像の第１例を示す図である。
【図１６】設定支援像の第１例についての変形例を示す図である。
【図１７】設定支援像の第２例を示す図である。
【図１８】設定支援像の第２例についての変形例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
　（１）実施形態の概要
　実施形態に係る超音波診断装置は、３Ｄプローブ、制御部、画像形成部、及び、支援情
報生成部を含む。３Ｄプローブは、生体内の三次元空間において電子走査される超音波ビ
ームを形成する超音波プローブである。制御部は、時間軸上において間欠的に実行される
複数の基本走査とそれらの合間に間欠的に実行される複数の補助走査とを含む複合走査シ
ーケンスに従って、超音波ビームの電子走査を制御する。画像形成部は、複数の基本走査
により三次元空間内の観察断面から順次取得される複数の断面データに基づいて、リアル
タイム断層画像を形成する。支援情報生成部は、複数の補助走査により三次元空間の全部
又は一部分から取得される参照データであって前記観察断面以外から取得されるデータを
含む参照データに基づいて、リアルタイム断層画像と共にユーザーに提供される支援情報
を生成する。
【００１５】
　上記構成によれば、複合走査シーケンスに基づく電子走査制御により、リアルタイム断
層画像を表示しながら、支援情報をユーザーに提供することが可能となる。一般に、３Ｄ
プローブを利用してリアルタイム断層画像を形成及び表示する場合、観察断面以外からの
データを取得する必要はない。これに対し、上記構成は、観察断面以外からのデータを含
む参照データを時分割で取得し、その参照データをユーザー支援に役立てるものである。
【００１６】
　参照データは、例えば、ボリュームデータ、マルチフレームデータ、等である。参照デ
ータの一部に観察断面から取得されたデータが含まれてもよい。支援情報は望ましくは画
像情報である。もっとも、音や光等により支援情報を構成してもよい。リアルタイム断層
画像は、生体内の断面の様子や構造をリアルタイムで表した動画像である。もちろん、そ
のような動画像が保存され、保存された動画像が再生されてもよい。その再生時において
も支援情報が提供されるのが望ましい。なお、計測を行う場合には、通常、動画像を構成
する複数の表示フレームの中から選択された表示フレームが静止画像として表示される。
【００１７】
　実施形態において、各基本走査では高ビーム密度で複数の超音波ビームが形成され、各
補助走査では高ビーム密度よりも低い低ビーム密度で複数の超音波ビームが形成される。
複数の補助走査においてボリュームデータが取得される場合、第１走査方向及び第２走査
方向のそれぞれについて低ビーム密度が設定される。
【００１８】
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　リアルタイム断層画像の画質を確保するためには、複数の基本走査において高ビーム密
度を実現することが望まれ、また、ある程度のフレームレートを確保することが望まれる
。一方、複数の補助走査は、補助的な支援情報を生成するためのものであるので、支援情
報の目的を達成できる限りにおいて、複数の補助走査において、ビーム密度を低減でき、
また、ボリュームレート又はフレームレートを引き下げることが可能である。上記構成は
、そのような観点から、複数の基本走査と複数の補助走査とで別々の走査条件を設定する
ものである。
【００１９】
　実施形態において、支援情報生成部は、参照データに基づいて三次元空間内の対象組織
の向きを判定する向き判定器と、支援情報として対象組織の向きを表す観察支援像を生成
する観察支援像生成器と、を含む。通常、断層画像から、そこに現れている対象組織の向
きを判断するのは困難である。例えば、複数の計測を段階的に行う場合において、断層画
像から、３Ｄプローブを動かすべき方向を判断することは困難である。３Ｄプローブを試
行的に動かしてみることも可能であるが、例えば、胎児に対する超音波診断においては、
胎児それ自体の向きが区々であり、また、胎児における対象組織は非常に小さい。３Ｄプ
ローブを無造作に動かすと、対象組織を見失ってしまうこともある。上記構成によれば、
観察支援像の観察を通じて、対象組織の向きを認識できるから、ユーザーに対して、３Ｄ
プローブを動かす方向の目安を提供することが可能となる。観察支援像は、直接的には超
音波画像の観察を支援するものであるが、間接的には３Ｄプローブの操作を支援するもの
である。
【００２０】
　実施形態において、支援情報生成部は、参照データに基づいて対象断面に対する観察断
面のずれを演算する演算器と、観察断面のずれに基づいて支援情報として観察断面の位置
及び姿勢の変更を支援する操作支援像を生成する操作支援像生成器と、を含む。この構成
によれば操作支援像の観察によって３Ｄプローブの操作上の負担が軽減される。すなわち
、３Ｄプローブを動かすべき方向を容易に判断することが可能となる。操作支援像の生成
と共に、他の操作支援情報が提供されてもよい。
【００２１】
　実施形態において、演算器は観察断面のずれとして複数のずれ成分を解析し、操作支援
像生成器は操作支援像として複数のずれ成分に対応した複数の成分別操作支援像を生成す
る。複数の成分別操作支援像が段階的に表示されてもよく、複数の成分別操作支援像が同
時に表示されてもよい。
【００２２】
　実施形態において、操作支援像生成部は、参照データに基づいて観察断面と直交関係を
有する直交画像を生成する直交画像生成器と、支援情報として直交画像と超音波ビーム走
査範囲を表した範囲マーカーとを含む設定支援像を生成する設定支援像生成器と、を含む
。この構成によれば、リアルタイム断層画像に現れない情報を背景とする範囲マーカーの
参照を通じて走査範囲を確認できる。
【００２３】
　実施形態において、支援情報生成部は、参照データとしての第１の参照データに基づい
て三次元空間内の対象組織の向きを判定し、支援情報の１つとして、対象組織の向きを表
す観察支援像を生成する手段と、参照データとしての第２の参照データに基づいて観察断
面のずれを演算し、支援情報の１つとして、観察断面のずれに基づいて観察断面の位置及
び姿勢の変更を支援する操作支援像を生成する手段と、参照データとしての第３の参照デ
ータに基づいて観察断面と直交関係を有する直交画像を生成し、支援情報の１つとして、
直交画像と超音波ビーム走査範囲を表した範囲マーカーとを含む設定支援像を生成する手
段と、観察支援像、走査支援像及び設定支援像を選択的に表示する手段と、を含む。
【００２４】
　実施形態に係る超音波診断装置の動作方法は、時間軸上において間欠的に実行される複
数の基本走査とそれらの合間に間欠的に実行される複数の補助走査とを含む複合走査シー
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ケンスに従って、三次元空間内における超音波ビームの電子走査を制御する工程と、複数
の基本走査により三次元空間内の観察断面から順次取得される複数の断面データに基づい
て、リアルタイム断層画像を形成する工程と、複数の補助走査により三次元空間内の全体
又は一部分から取得される参照データであって観察断面以外から取得されるデータを含む
参照データに基づいて、リアルタイム断層画像と共にユーザーに提供される支援情報を生
成する工程と、を含む。
【００２５】
　上記の動作方法は、ハードウエアの機能として又はソフトウエアの機能として実現され
得る。後者の場合、上記動作方法を実行するためのプログラムが、可搬型記憶媒体を介し
て、又は、ネットワークを介して、超音波診断装置にイストールされる。
【００２６】
　（２）実施形態の詳細
　図１には、実施形態に係る超音波診断装置が示されている。超音波診断装置は、病院等
の医療機関に設置され、生体に対する超音波の送受波により得られたデータに基づいて超
音波画像を形成する医療用の装置である。実施形態に係る超音波診断装置は、産科におい
て、胎児の超音波診断を行うための装置である。もっとも、他の組織（例えば肝臓）の超
音波診断において図示された超音波診断装置が用いられてもよい。
【００２７】
　図１において、３Ｄプローブ１０は、図示の例において、生体表面に当接した状態にお
いて超音波を送受波する超音波プローブである。３Ｄプローブ１０は、二次元振動素子ア
レイを備えている。二次元振動素子アレイは、第１方向及び第２方向に整列した数百、数
千、数万又はそれ以上の振動素子からなるものである。第１方向及び第２方向は、それぞ
れ、プローブ中心軸に直交する方向であり、第１方向及び第２方向は互いに直交している
。第１方向及び第２方向の一方又は両方が湾曲していてもよい。
【００２８】
　二次元振動素子アレイによって超音波ビームが形成される。超音波ビームは、送信ビー
ム及び受信ビームを総合した送受総合ビームとして観念される。実際には、送信過程にお
いて送信ビームが形成され、それに続く受信過程において受信ビームが形成される。もっ
とも、受信ビームは、実際には、複数の受信信号の整相加算（遅延加算）により電子的に
形成されるものである。受信ビームの形成に際しては受信ダイナミックフォーカスが適用
される。また、必要に応じて、１つの送信ビーム当たり複数の受信ビームを形成するパラ
レル受信が適用される。
【００２９】
　実施形態においては、電子リニア走査方式、電子セクタ走査方式等によって、超音波ビ
ームが電子走査される。ボリュームデータを取得する場合、超音波ビームが二次元走査さ
れる。これにより生体内に三次元空間（三次元データ取込領域）１２が形成される。図示
の例において、第１の電子走査方向がθ方向であり、第２の電子走査方向がφ方向である
。深さ方向がｄ方向である。三次元空間１２は、図示の例において、φ方向に並ぶ複数の
フレームＦ１，Ｆ２，Ｆ３，・・・，Ｆｎの集合体である。個々のフレームＦ１，Ｆ２，
Ｆ３，・・・，Ｆｎはそれぞれ走査面に対応する。複数のフレームＦ１，Ｆ２，Ｆ３，・
・・，Ｆｎから複数のフレームデータが取得される。それらのフレームデータによってボ
リュームデータが構成される。なお、個々のフレームデータはθ方向に並ぶ複数のビーム
データにより構成され、個々のビームデータはｄ方向に並ぶ複数のエコーデータにより構
成される。
【００３０】
　断層画像（リアルタイム断層画像）を表示する場合、固定された位置において走査面１
４が繰り返し形成される。走査面１４は二次元データ取込領域としての観測断面に相当す
る。通常、走査面１４が形成される位置はφ方向の中間点（原点）であり、つまり、走査
面１４はセンター走査面である。もっとも、他の位置に走査面１４が形成されてもよい。
【００３１】
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　実施形態に係る超音波診断装置は、リアルタイム断層画像の表示に際してユーザーに支
援情報を提供するために、３つの支援モードを備えている。すなわち、観察支援モード、
操作支援モード、及び、設定支援モードを備えている。３つの支援モードを実現するため
、３種類又はそれ以上の複合走査シーケンスが用意されている。選択されたモードに応じ
て、複数の複合走査シーケンスの中から実際に利用する複合走査シーケンスが選択され、
それに従って超音波ビームの電子走査が制御される。各複合走査シーケンスは、時間軸上
において間欠的に実行される複数の基本走査と、それらの合間に間欠的に実行される複数
の補助走査と、を含むものである。すなわち、各複合走査シーケンスは、時間軸上におい
て所定のパターンをもって時分割で実行される複数の走査単位からなる。複数の基本走査
は、リアルタイム断層画像を形成するためのものであり、それによって観察断面から複数
の断面データが順次取得される。複数の補助走査は、支援情報としての支援像を形成する
ためのものであり、それによって三次元空間１２から参照データが取得される。
【００３２】
　後述するように、基本走査と補助走査とでは走査条件が異なり、具体的には、ビーム密
度が相違する。基本走査では高品位の断層画像を形成するために高ビーム密度で複数の超
音波ビームが形成される。補助走査では支援像を生成できる限りにおいて低ビーム密度で
複数の超音波ビームが形成される。目的や状況に応じて、個々の複合走査シーケンスの構
成又は時間配分が変更され得る。なお、二次元振動素子アレイとして、Ｃ－ＭＵＴ（Capa
citive Micro-machined Ultrasound Transducer）が用いられてもよい。
【００３３】
　送信部１６は、送信時において、二次元振動素子アレイに対して複数の送信信号を並列
的に供給する送信ビームフォーマーであり、それは電子回路として構成される。受信部１
８は、受信時において、二次元振動素子アレイから並列的に出力される複数の受信信号を
整相加算（遅延加算）する受信ビームフォーマーであり、それは電子回路として構成され
る。受信部１８は、複数のＡ／Ｄ変換器、検波回路等を備えている。受信部１８での複数
の受信信号の整相加算によりビームデータが生成される。パラレル受信が適用される場合
、１回の送受信当たり、例えば、二次元的に広がる１６個の受信ビームが同時に形成され
、つまり、１６個のビームデータが同時に得られる。受信部１８の後段にあるビームデー
タ処理部については図示省略されている。
【００３４】
　断層画像形成部２０は、３つの支援モードのいずれにおいても機能するものであり、そ
れは、複数の基本走査によって順次得られる複数のフレームデータを処理するものである
。実施形態において、断層画像形成部２０は、デジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）を
備えている。ＤＳＣは、座標変換機能、画素補間機能、フレームレート変換機能等を有す
る。より詳しくは、断層画像形成部２０は、基本走査の繰り返しにより観察断面から順次
取得される複数のフレームデータ（複数の断面データ）に基づいて、複数の表示フレーム
からなる動画像としての断層画像（リアルタイム断層画像）を形成する。断層画像のデー
タが表示処理部２４へ送られている。
【００３５】
　シネメモリ２２には、必要に応じて、時系列順で取得される複数のフレームデータが格
納される。シネメモリ２２は例えばリングバッファとして構成される。データ再生時には
、シネメモリ２２から順次読み出された複数のフレームデータが断層画像形成部２０に入
力される。シネメモリを断層画像形成部２０の後段に設けるようにしてもよい。あるいは
、表示処理部２４にシネメモリ相当の画像記憶部を接続してもよい。
【００３６】
　３Ｄメモリ２６は、ボリュームデータを格納するためのメモリである。実施形態におい
て、観察支援モード及び設定支援モードにおいて、複数の補助走査の実行により、三次元
空間１２から参照データとしてのボリュームデータが取得され、それが３Ｄメモリ２６に
格納される。三次元空間の全体からボリュームデータが取得されてもよいし、三次元空間
の一部分からボリュームデータが取得されてもよい。そのようなボリュームデータの１つ
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として後述する直交データを挙げることができる。３Ｄメモリ２６へのデータ書き込み時
に座標変換が実行される。あるいは、３Ｄメモリ２６からのデータの読み出し時に座標変
換が実行される。その座標変換は、例えば、ｄθφ座標系からｘｙｚ座標系への変換であ
る。
【００３７】
　観察支援像生成部３０は、観察支援モードにおいて機能する。観察支援像生成部３０は
、３Ｄメモリから読み出されるボリュームデータに基づいて、観察支援像を生成する。観
察支援像は、胎児の向き（例えば頭部が存在する側）を表す補助的又は付加的な像である
。観察支援像については後に詳述する。観察支援像のデータが表示処理部２４へ送られて
いる。
【００３８】
　メモリ２８は、操作支援モードにおいて機能するものであり、実施形態において、メモ
リ２８には、三次元空間１２内の断面セットから得られたフレームデータセット（マルチ
フレームデータ）が格納される。断面セットは、観察断面と、それに対して所定の空間的
関係を有する複数の断面と、により構成される。実施形態において、断面セットは、後述
するように、平行関係又は交差関係にある３つの断面により構成される。メモリ２８を設
けることなく、３Ｄメモリ２６にフレームデータセットが格納されてもよい。フレームデ
ータセットも、上記ボリュームデータと同様、支援情報を生成するための参照データの一
態様である。
【００３９】
　操作支援像生成部３４は、操作支援モードにおいて、メモリ２８から読み出されたフレ
ームデータセットに基づいて対象断面からの観察断面のずれ（又はずれの方向）を演算し
、そのずれに基づいて３Ｄプローブの操作を支援する操作支援像を生成する。操作支援像
については後に詳述する。操作支援像のデータが表示処理部２４へ送られている。
【００４０】
　設定支援像生成部３６は、設定支援モードにおいて、３Ｄメモリ２６から読み出された
ボリュームデータ及びユーザー指定された走査範囲設定値に基づいて設定支援像を生成す
る。設定支援像は、実施形態において、φ方向の走査範囲の設定、又は、θ方向φ方向の
両走査範囲の設定を支援するための画像である。設定支援像については後に詳述する。設
定支援像のデータが表示処理部２４へ送られている。
【００４１】
　なお、支援情報（具体的には、観察支援像、操作支援像及び設定支援像）の生成に際し
て取得される参照データは、三次元空間内において少なくとも観察断面以外から取得され
たデータを含んでいる。参照データの一部に観察断面から得られたデータが含まれてもよ
い。
【００４２】
　３Ｄメモリ２６と表示処理部２４との間に、レンダリング部、及び、ＭＰＲ（Multi-Pl
anar Reconstruction）画像形成部が設けられてもよい。レンダリング部は、３Ｄメモリ
２６内のボリュームデータに基づいて三次元超音波画像を形成するモジュールである。レ
ンダリング法として、ボリュームレンダリング法、サーフェイスレンダリング法、等が知
られている。ＭＰＲ画像形成部は、３Ｄメモリ２６内のボリュームデータに基づいてＭＰ
Ｒ画像を形成するモジュールである。
【００４３】
　表示処理部２４は、表示画像生成機能、画像合成機能、カラー処理機能、グラフィック
画像生成機能、等を備えている。表示処理部２４において生成された表示画像が表示部３
８に表示される。表示部３８は、ＬＣＤ、有機ＥＬ表示デバイス等によって構成される。
【００４４】
　以上説明した断層画像形成部２０、観察支援像生成部３０、操作支援像生成部３４、設
定支援像生成部３６、及び、表示処理部２４は、例えば、それぞれプロセッサで構成され
る。それらの機能が単一のプロセッサで実現されてもよい。それらの機能が以下に説明す
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るＣＰＵにより実現されてもよい。
【００４５】
　制御部４０は、ＣＰＵ及び動作プログラムによって構成される。制御部４０は、図１に
示されている各構成の動作を制御する。制御部４０は送受信制御（電子走査制御）機能を
備えており、それが図１において送受信制御部４２として表現されている。送受信制御部
４２は、リアルタイム断層画像及び支援像を同時に表示するための特殊な送受信制御を実
行する。具体的には、以下に説明するように、送受信制御部４２は、ユーザー選択された
支援モードに対応する複合走査シーケンスに従って、超音波ビームの電子走査を制御する
。制御部４０に接続された操作パネル４４は、入力デバイスであり、それは複数のスイッ
チ、複数のボタン、トラックボール、キーボード等を有する。
【００４６】
　図２には、図１に示した超音波診断装置の大まかな動作がフローチャートとして示され
ている。その内容は上記制御部の制御を示すものでもある。個々の工程の具体的内容につ
いては後に詳述する。
【００４７】
　図２において、支援モードの実行が指示されると、Ｓ１０において、支援モードの種別
が選択される。具体的には、観察支援モード、操作支援モード、及び、設定支援モードの
中から、いずれかの支援モードがユーザーにより選択される。状況に応じて支援モードが
自動的に選択されてもよい。
【００４８】
　Ｓ１０において、観察支援モードが選択された場合、Ｓ１２において、第１複合走査シ
ーケンスに従う送受信制御が開始される。Ｓ１４では、リアルタイム断層画像が表示され
、それと共に、観察支援像が表示される。その場合、複数の基本走査によって観察断面か
ら得られた複数のフレームデータに基づいてリアルタイム断層画像が形成され、また、複
数の補助走査によって得られたボリュームデータに基づいて観察支援像が形成される。Ｓ
１６では、観察支援モードを終了させるか否かが判断され、観察支援モードの継続が判断
された場合にはＳ１４の工程が繰り返し実行される。Ｓ１６において、観察支援モードの
終了が判断された場合、Ｓ１８において支援モードを切り換えるか否かが判断され、切り
換える場合にはＳ１０からの工程が実行される。
【００４９】
　Ｓ１０において、操作支援モードが選択された場合、Ｓ２０において、第２複合走査シ
ーケンスに従う送受信制御が開始される。Ｓ２２では、リアルタイム断層画像が表示され
、それと共に、操作支援像が表示される。その場合、複数の基本走査によって観察断面か
ら得られた複数のフレームデータに基づいてリアルタイム断層画像が形成され、また、複
数の補助走査によって得られたフレームデータセットに基づいて操作支援像が形成される
。Ｓ２４では、操作支援モードを終了させるか否かが判断され、操作支援モードの継続が
判断された場合には、Ｓ２２の工程が繰り返し実行される。
【００５０】
　Ｓ１０において、設定支援モードが選択された場合、Ｓ２６において、第３複合走査シ
ーケンスに従う送受信制御が開始される。Ｓ２８では、リアルタイム断層画像が表示され
、それと共に、設定支援像が表示される。その場合、複数の基本走査によって観察断面か
ら得られた複数のフレームデータに基づいてリアルタイム断層画像が形成され、また、複
数の補助走査によって得られたボリュームデータ（実際には部分的ボリュームデータ）及
び走査範囲の設定値に基づいて設定支援像が形成される。Ｓ３０では、設定支援モードを
終了させるか否かが判断され、設定支援モードの継続が判断された場合にはＳ２８の工程
が繰り返し実行される。
【００５１】
　上記動作例によれば、状況に応じて、任意の支援モードを実行させることができ、ある
いは、複数の支援モードを段階的に実行させることができる。なお、計測を行う場合、一
般に、フリーズ操作（送受信停止操作）後に、シネメモリに記憶されたフレームデータ列
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（時系列順に並んだ複数の断面データ）が再生され、計測に適する断層画像が選択される
。そして、選択された断層画像を利用して計測が実行される。あるいは、フリーズ操作後
に表示されている静止画像としての断層画像を利用して計測が実行される。
【００５２】
　実施形態においては、複数の基本走査によって得られた複数の断面データと、複数の補
助走査によって得られた参照データ（１又は複数の参照データ）とが相互に対応付けられ
つつ格納される。これにより、複数の断面データの再生時においてそれらに対応付けられ
た参照データを再利用することが可能となる。動画像としてのリアルタイム断層画像と動
画像としての支援像とが相互に対応付けられつつ格納されてもよい。そのような構成によ
ればリアルタイム断層画像の再生時に支援像を再生することが可能となる。
【００５３】
　次に、図３～図９を用いて、観察支援モードについて具体的に説明する。以下において
は、パラレル受信の下での受信ビームについて着目する。
【００５４】
　図３には、観察支援モードにおいて実行される第１複合走査の第１例が模式的に示され
ている。図３においては、三次元空間１２Ａが平面図又は投影図として表現されている。
三次元空間１２Ａ内の個々の受信ビームはθ方向座標及びφ方向座標によって特定される
。図示の例では、１回の基本走査によって１つの走査面１４Ａが構成される。基本走査の
実体は、送信ビーム及び受信ビームの一次元電子走査である。走査面１４Ａは、部分拡大
図１４Ｂに示すように、θ方向に並ぶ複数の受信ビーム５２により構成される。受信ビー
ム間のピッチがΔθ１で示されている。走査面１４Ａの形成に際してパラレル受信が適用
されてもよい。
【００５５】
　時間軸上において、複数の基本走査が所定のフレームレートをもって間欠的に順次実行
される。時間軸上において隣接する２つの基本走査の間には時間的な隙間が存在し、個々
の隙間においてそれぞれ補助走査が実行される。すなわち、時間軸上において、複数の基
本走査の合間に複数の補助走査が間欠的に実行される。
【００５６】
　実施形態においては、複数の補助走査によって、ボリュームデータが取得される。符号
５０はボリュームデータの構成単位をなす１つのビームデータアレイを示している。１つ
のビームデータアレイは、１回の送受信に対応しており、それは具体的には１６個のビー
ムデータで構成される。実施形態においては、１回の補助走査によって２つのビームデー
タアレイが取得される。３Ｄ１から３Ｄｎまでのｎ個のビームデータアレイによって１つ
のボリュームデータが構成される。それを前提とした場合、２／ｎ回の補助走査によって
１つのボリュームデータが得られることになる。但し、１回の補助走査によって取得され
るデータについては任意に定め得る。例えば、１回の補助走査当たり、１つのビームデー
タアレイが取得されてもよいし、３つ以上のビームデータアレイが取得されてもよい。
【００５７】
　部分拡大図５０Ａに示されているように、１回のパラレル受信当たり、θ方向及びφ方
向に整列した１６個の受信ビーム５４が形成される。すなわち、１回の送受信で１６個の
ビームデータが取得され、それらによって１つのビームデータアレイ５０が構成される。
換言すれば、１６個の受信ビーム５４によって受信ビームアレイが構成される。受信ビー
ムアレイのθ方向のピッチがΔθ２で示されており、受信ビームアレイのφ方向のピッチ
がΔφ２で示されている。Δθ２はΔθ１よりも大きく、例えば、Δθ１の数倍、１０倍
又は２０倍である。Δφ２もΔθ１よりも大きく、例えば、Δθ１の数倍、１０倍、２０
倍又は３０倍である。符号５６で示されるように、受信ビームアレイが三次元空間１２Ａ
の全体にわたってラスタースキャンされる。そして、それが繰り返される。時間軸上にお
ける複数のボリュームデータの取得間隔としてボリュームレートが定義される。ボリュー
ムレートは上記フレームレートよりも大きく、例えば数十倍、数百倍又はそれ以上である
。なお、本願明細書において記載した各数値はいずれも例示であり、具体的な状況によっ
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て各数値は変わり得る。
【００５８】
　図４には、観察支援モードにおいて実行される第１複合走査の第２例が模式的に示され
ている。上記同様、複数の基本走査の間欠的な実行より、走査面１４Ａが繰り返し形成さ
れる。複数の基本走査の実行の合間に、複数の補助走査が間欠的に実行される。
【００５９】
　図示の例では、θ方向への受信ビームアレイの一次元走査によって、４フレームが同時
に形成されており、つまり４つのフレームデータが同時に取得されている。４つのフレー
ムデータによりフレームデータセット（例えば３Ｄ１）が構成される。フレームデータセ
ットの構成単位はビームデータアレイ５０である。
【００６０】
　ボリュームデータは、図示の例において、φ方向に並ぶｎ個のフレームデータセット３
Ｄ１～３Ｄｎにより構成される。ちなみに、１回の補助走査当たり、２つのフレームデー
タセットが得られている。もちろん、１回の補助走査当たり、１つのフレームデータセッ
トが得られてもよく、３つ以上のフレームデータセットが得られてもよい。ビーム密度条
件は、図３に示したものと同様である。この第２例でも、フレームレートはボリュームレ
ートよりもかなり高速である。
【００６１】
　図５には、観察支援モードで実行される第１複合走査シーケンス５８が模式的に示され
ている。図５の上段における横軸は時間軸である。符号６０が１回の基本走査を示してお
り、符号６２が１回の補助走査を示している。実施形態においては、１回の基本走査６０
で１回のＢモードスキャンが実行され、これにより１つのフレームデータが得られている
。１回の補助走査６２で２つのデータ（例えば３Ｄ１，３Ｄ２）が得られている。個々の
データは、上記のように、例えば、ビームデータアレイ、又は、フレームデータセットで
ある。第１複合走査シーケンス５８の構成を変更することにより、フレームレート及びボ
リュームレートが変動する。
【００６２】
　複数の基本走査の実行により得られた複数のフレームデータにより時間軸上において並
ぶフレームデータ列６４が構成される。フレームデータ列６４に基づいてリアルタイム断
層画像が形成される。複数の（具体的にはｎ／２回の）補助走査の実行によりボリューム
データ６６が構成される。そのボリュームデータ６６に基づいて観察支援像が生成される
。図５においては、座標変換後のｘｙｚ座標系が示されているが、それは便宜上のものに
過ぎない。
【００６３】
　図６には、図１に示した観察支援像生成部３０の第１構成例が示されている。観察支援
像生成部３０は、演算器６８、メモリ７０及び観察支援像生成器７２を有している。演算
器６８は、断面認識器７６及び向き判定器７８として機能する。メモリ７０には複数のテ
ンプレート８０，８２，８４が格納されている。断面認識器７６は、入力されるボリュー
ムデータ６６の中で、例えば、特定の２つのテンプレート８０，８２に一致する２つの断
面を探索する。その際にはパターンマッチング法等が利用される。例えば、図６の右下に
示されるように、ボリュームデータ６６の中で、テンプレート８０に一致する断面（例え
ば腹部断面）８０Ａと、テンプレート８２に一致する断面（例えば頭部断面）８２Ａと、
が特定される。向き判定器７８は、２つの断面８０Ａ，８２Ａの位置関係から組織の向き
、実施形態においては、胎児の体軸の向き８６を特定する。それは観察断面７４から見た
頭部の向き（観察断面７４から見て頭部が存在する側又は方位）を表すものである。観察
支援像生成器７２は、胎児の頭の向きが反映された観察支援像を生成する。
【００６４】
　テンプレート８４は、例えば、胎児の矢状面（縦断面）に相当するものである。そのよ
うなテンプレート８４を利用すれば、他のテンプレートを利用することなく、それ単独で
、頭部の向きを判定することが可能となる。例えば、テンプレート８０，８２として、計
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測断面に相当するものを用意しておいてもよい。断面認識器７６として、機械学習型の断
面推定器を利用してもよい。
【００６５】
　図７には、観察支援モードの実行時に表示される観察支援像の第１例が示されている。
表示画像８８には、リアルタイム断層画像９０と観察支援像９４とが含まれる。マーク９
２は、基本走査における電子走査方向又は電子走査開始端を示すものである。リアルタイ
ム断層画像９０においては、例えば、胎児の腹部、頭部等の断面が現れている。観察支援
像９４は、付加的又は補助的に表示される比較的小さな画像であり、具体的には、観察支
援像９４は、プローブマーク９６、走査面マーク９８、及び、矢印１００、Headの文字１
０２により構成されている。走査面マーク９８は、観察断面を示すものであり、観察断面
から見た頭部の位置、方向又は側が、図形としての矢印１００及び文字１０２により表現
されている。矢印１００の位置及び向き、並びに、文字１０２の位置は、向き判定器の判
定結果に基づいて決定される。なお、観察支援像９４には、電子走査方向又は電子走査開
始端を示すマーク１０４も含まれる。
【００６６】
　観察支援像９４によれば、観察断面を頭部側に動かしたい場合に、３Ｄプローブをどの
方向へ動かせばよいのかの情報を得られる。よって、計測を効率的に遂行させることがで
きる。あるいは、対象組織を見失ってしまう可能性を低減できる。矢印１００以外の図形
を採用してもよい。文字１０２については必要に応じて表示すればよい。プローブマーク
９６及び走査面マーク９８として、立体的に表現されたマークを用いるのが望ましい。例
えば、超音波診断装置から情報処理装置へ、断層画像データ及び観察支援像データが転送
されてもよい。観察支援像９４は、断層画像の再生時においても役立ち得るものである。
【００６７】
　図８には、観察支援像の第２例が示されている。なお、図７に示した要素と同一の要素
には同一符号を付しその説明を省略する。このことは図８以降の各図においても同様であ
る。
【００６８】
　この第２例において、観察支援像１０６は、プローブマーク９６及び走査面マーク９８
に加えて、立体的な抽象的な図形としての胎児モデル（オブジェクト）１０８を有してい
る。胎児モデル１０８は、頭部を模擬したヘッド１０８ａ及び体幹部を模擬したボディ１
０８ｂとからなる。図示の例においては、走査面マーク９８をボディ１０８ｂが横切って
おり、立体的な表現が採用されている。このように矢印に変えてモデルを利用すれば胎児
の向きをより直感的に認識し易くなる。
【００６９】
　図９には、観察支援像生成部の第２構成例が示されている。観察支援像生成部１１０は
、積算器１１２、向き判定器１１４、メモリ１１６及び観察支援像生成器１１８を有して
いる。積算器１１２は、入力されたボリュームデータ６６に対して、例えばｘ方向の積算
処理を適用し、これにより積算像１２０を生成する。また、積算器１１２は、ボリューム
データ６６に対して、例えばｙ方向の積算処理を適用し、これにより積算像１２２を生成
する。
【００７０】
　メモリ１１６に格納されたテンプレート群１２４は、積算像１２０と比較される複数の
テンプレートにより構成されるものである。メモリ１１６に格納されたテンプレート群１
２６は、積算像１２２と比較される複数のテンプレートにより構成されるものである。個
々のテンプレートには胎児における頭部の向きを特定する情報が付加されている。符号１
２８はテンプレート群１２４の中のテンプレートの一例を示しており、例えば、符号１３
０は向きを特定する情報を抽象的に表現している。同様に、符号１３２はテンプレート群
１２６の中のテンプレートの一例を示しており、例えば、符号１３４は向きを特定する情
報を抽象的に表現している。
【００７１】
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　向き判定器１１４は、テンプレート群１２４の中から積算像１２０に対して類似度が最
も高いテンプレートを特定し、同時に、テンプレート群１２６の中から積算像１２２に対
して類似度が最も高いテンプレートを特定する。続いて、向き判定器１１４は、特定され
た２つのテンプレートに基づいて、又は、類似度がより高いテンプレートに基づいて、観
察断面を基準としたところでの頭部の向きを特定する。観察支援像生成器１１８は、特定
された向きに基づいて、図７又は図８に示した観察支援像を生成する。向き判定器１１４
として、機械学習型の推定器を利用してもよい。
【００７２】
　次に、図１０～図１２を用いて、操作支援モードについて具体的に説明する。図１０に
は、図１に示した操作支援像生成部３４の構成例が示されている。
【００７３】
　操作支援像生成部３４は、３つの操作支援像を生成する機能を備えている。３つの操作
支援像を生成するために、後に図１１に示すように、３つの断面セットに対応する３つの
断面データセットが順番に取得されている。それらは３つの類似度演算器１３６，１３８
，１４０に入力される。個々の類似度演算器１３６，１３８，１４０は、それぞれ、３つ
の断面データと教師データとを比較し、３つの類似度（類似度セット）を演算するモジュ
ールである。類似度演算器１３６，１３８，１４０ごとに（且つ対象断面ごとに）異なる
教師データが用意されている。それらはメモリ１４２に格納されている。
【００７４】
　類似度演算器１３６は、平行移動方向を判定するための類似度セットを演算するもので
あり、その類似度セットが平行移動方向判定器１４４に入力されている。平行移動方向判
定器１４４は、観察断面を対象断面に一致させるための３Ｄプローブ平行移動方向を判定
する。類似度演算器１３８は、傾斜方向を判定するための類似度セットを演算するもので
あり、その類似度セットが傾斜方向判定器１４６に入力されている。傾斜方向判定器１４
６は、観察断面を対象断面に一致させるための３Ｄプローブ傾斜方向を判定する。類似度
演算器１４０は、回転方向を判定するための類似度セットを演算するものであり、その類
似度セットが回転方向判定器１４８に入力されている。傾斜方向判定器１４６は、観察断
面を対象断面に一致させるための３Ｄプローブ回転方向を判定する。
【００７５】
　１つの類似度演算器で３つの類似度セットを演算するようにしてもよい。同様に、１つ
の判定器で平行移動方向、傾斜方向及び回転方向を判定するようにしてもよい。操作支援
像生成器１５０は、判定された平行移動方向、傾斜方向及び回転方向に基づいて、３つの
操作支援像を生成する。
【００７６】
　図１１には、三次元空間内での第２複合走査その１～その３が示されている。操作支援
モードにおいて実行される第２複合走査シーケンスは複数の基本走査と複数の補助走査と
で構成され、個々の基本走査では、リアルタイム断層画像の形成のために、観察断面から
断面データが順次取得される。個々の補助走査においては、三次元空間内に、例えば３つ
の断面からなる断面セットが設定される。図１１には、３種類の断面セットが示されてい
る。
【００７７】
　３Ｄプローブの平行移動方向を示す操作支援像その１を生成する場合、三次元空間１２
Ｂ内に断面セット１５２が設定される。断面セット１５２は、観察断面に相当する断面１
５４と、断面１５４の一方側に存在する断面１５６と、観察断面１５４の他方側に存在す
る断面１５８と、からなる。３つの断面１５４，１５６，１５８は、平行な関係をもって
平行移動方向に並んでおり、あるいは、φ方向に並んでいる。断面間の距離は例えば５ｍ
ｍである。３つの断面１５４，１５６，１５８から断面データセットつまりフレームデー
タセットが取得される。３つの断面１５４，１５６，１５８においては低ビーム密度が設
定される。
【００７８】
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　３Ｄプローブの傾斜方向（煽り方向）を示す操作支援像その２を生成する場合、三次元
空間１２Ｂ内に断面セット１６０が設定される。断面セット１６０は、観察断面に相当す
る断面１６２と、断面１６２を水平軸１６８の周りにおいて一方側に所定角度回転させる
ことにより定義される断面１６４と、断面１６２を水平軸１６８の周りにおいて他方側に
所定角度回転させることにより定義される断面１６６と、からなる。３つの断面１６２，
１６４，１６６は、水平軸１６８周りにおいて並んでおり、すなわち、傾斜方向に並んで
いる。それらの角度間隔は例えば５度である。３つの断面１６２，１６４，１６６から断
面データセットつまりフレームデータセットが取得される。３つの断面１６２，１６４，
１６６においては低ビーム密度が設定される。
【００７９】
　３Ｄプローブの回転方向を示す操作支援像その３を生成する場合、三次元空間１２Ｂ内
に断面セット１７０が設定される。断面セット１７０は、観察断面に相当する断面１７２
と、断面１７２を垂直軸（中心軸）１７８の周りにおいて一方側に所定角度回転させるこ
とにより定義される断面１７４と、断面１７２を垂直軸１７８の周りにおいて他方側に所
定角度回転させることにより定義される断面１７６と、からなる。３つの断面１７２，１
７４，１７６は、垂直軸１７８周りにおいて並んでおり、すなわち、回転方向に並んでい
る。それらの角度間隔は例えば５度である。３つの断面１７２，１７４，１７６から断面
データセットつまりフレームデータセットが取得される。３つの断面１７２，１７４，１
７６においては低ビーム密度が設定される。なお、観察断面から得られたフレームデータ
を解像度変換することによって、断面１５４，１６２，１７２に対応するフレームデータ
を生成してもよい。
【００８０】
　上記のように取得されたフレームデータセットごとに、それを構成する個々のフレーム
データを、対象断面を表す教師データ（教師画像）と比較することによって、３つの類似
度が演算される。例えば、３つの断面Ａ１，Ａ２，Ａ３がその順で並んでいる場合におい
て、３つの類似度をα１，α２，α３と表現する。ここで、α１＜α２＜α３の条件が満
たされるならば、観察断面が断面Ａ３へ近付くように３Ｄプローブを動かすべきことが判
定される。逆に、α１＞α２＞α３の条件が満たされるならば、観察断面が断面Ａ１へ近
付くように３Ｄプローブを動かすべきことが判定される。類似度α２が最も高ければ、観
察断面が対象断面に一致していること、すなわち３Ｄプローブの姿勢を維持すべきことが
判定される。実施形態においては、３種類のずれ（３種類のずれ成分）についての方向性
が判断されているが、１つ又は２つのずれについての方向性が判断されてもよい。判断す
る順序も任意に設定することが可能である。断面セットを５つの断面で構成してもよく、
それ以上の個数の断面で構成してもよい。
【００８１】
　図１２には、操作支援像その１～その３（１８０，１８４，１８８）が示されている。
図示の例では、まず、操作支援像その１（１８０）が表示され、ユーザーによる平行移動
操作がなされる。その完了後、操作支援像その２（１８４）が表示され、ユーザーによる
傾斜操作がなされる。その完了後、操作支援像その３（１８８）が表示され、ユーザーに
よる回転操作がなされる。
【００８２】
　具体的には、操作支援像その１（１８０）は、プローブマーク９６、走査面マーク９８
、胎児モデル１０８を含み、更に、操作方向マーク１８２を有している。操作方向マーク
１８２は、３Ｄプローブの平行移動方向を示す直線的な矢印により構成されている。更に
、操作支援像その１（１８０）には、計測名（ＡＣ計測）も含まれている。操作支援像そ
の２（１８４）は、操作方向マーク１８６を有している。操作方向マーク１８６は、３Ｄ
プローブの傾斜方向（煽り運動方向）を示す円弧状の矢印により構成されている。操作支
援像その３（１８８）は、操作方向マーク１９０を有している。操作方向マーク１９０は
、３Ｄプローブの回転方向を示す環状の矢印により構成されている。各操作方向マーク１
８２，１８６，１９０はいずれも例示であり、他の形態をもったマークを採用し得る。音
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声等の他の操作支援情報が提供されてもよい。
【００８３】
　特定の計測を実行する際において、観察断面がおよそ計測断面に近くなった時点で、操
作支援モードを選択すると、図１２に示した操作支援像その１～その３（１８０，１８４
，１８８）が順番に表示される。それらの参照及び３Ｄプローブ操作により、３Ｄプロー
ブの位置及び姿勢が徐々に最適化される。つまり、観察断面が対象断面にフィッティング
される。そのような操作の過程においてもリアルタイム断層画像を随時観察することがで
きる。実際には、リアルタイム断層画像の観察により、観察断面を対象断面に一致する過
程において、操作支援像を観察することにより、３Ｄプローブの位置及び姿勢を調整する
ための補助的な情報を得ることが可能となる。なお、操作支援像その１～その３（１８０
，１８４，１８８）には、上記のように、胎児モデル１０８が含まれている。観察支援モ
ードの同時実行により胎児モデル１０８が自動的に生成されてもよい。他の方法により胎
児モデル１０８が生成されてもよい。
【００８４】
　次に、図１３～図１８を用いて、設定支援モードについて具体的に説明する。図１３に
は、三次元空間内における第３複合走査の一例が示されている。設定支援モードにおいて
実行される第３複合走査シーケンスは、複数の基本走査と複数の補助走査とで構成され、
個々の基本走査では、リアルタイム断層画像の形成のために、観察断面から断面データが
取得される。複数の補助走査により、三次元空間１２Ｃ内における部分空間１９１から部
分的ボリュームデータが取得される。図示された部分空間１９１は、観察断面１４Ｃに対
して直交する関係を有し、θ方向の中間点を中心としてθ方向に一定範囲にわたって広が
る空間である。部分空間１９１は、θ方向に並ぶ複数のフレームＦ１～Ｆｎにより構成さ
れる。各フレームＦ１からＦｎは走査面に相当するものである。部分的ボリュームデータ
は、複数のフレームＦ１～Ｆｎから取得された複数のフレームデータにより構成される。
【００８５】
　それらのフレームデータの集合体は、ｄ方向及びφ方向に広がっており、観察断面１４
Ｃを基準として見て、直交データを構成する。θ方向及びφ方向に広がる直交データが取
得されてもよい。直交データをその厚み方向に積算することによって積算画像が構成され
る。
【００８６】
　図１４には、第３複合走査シーケンスが示されている。それは間欠的に実行される複数
の基本走査１９４とそれらの合間に間欠的に実行される複数の補助走査１９６とからなる
。複数の基本走査によって一定のフレームレートで複数の断面データが順次取得され、そ
れらに基づいてリアルタイム断層画像が形成される。複数の補助走査１９６によって一定
のボリュームレートで部分的ボリュームデータが順次取得される。個々の部分的ボリュー
ムデータ及びθ方向の走査範囲の指定に基づいて、以下に詳述する設定支援像が生成され
る。
【００８７】
　図１５には、設定支援像その１が示されている。表示画像１９８にはリアルタイム断層
画像２００及び設定支援像２０２が含まれる。設定支援像２０２には、積算画像２０４と
、走査範囲マーカー２０８と、観察断面マーカー２０６と、が含まれる。積算画像２０４
は、部分的ボリュームデータをθ方向（厚み方向）に積算することによって生成される。
走査範囲マーカー２０８は、現在設定されているθ方向走査範囲を示すものである。例え
ば、３Ｄ画像形成、計測、その他の理由から三次元関心領域（３Ｄ－ＲＯＩ）を設定する
場合において、三次元関心領域のθ方向の範囲（走査範囲）が走査範囲マーカー２０８を
参照しながらユーザーにより調整される。積算画像２０４に基づいてθ方向の範囲が自動
的に演算されてもよい。なお、三次元関心領域のφ方向の範囲（走査範囲）を示すマーカ
ーをリアルタイム断層画像２００上に表示してもよい。そのような表示によれば、φ方向
の範囲も的確に決定することが可能となる。三次元関心領域の設定後、必要に応じて、走
査範囲が実際に変更される。他の目的で走査範囲マーカー２０８が利用されてもよい。図
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号２１６を参照）。
【００８８】
　図１６には、設定支援像その１についての変形例が示されている。設定支援像２１３に
は深さ方向に限定された三次元関心領域を示すボックス状のマーカー２１４が含まれる。
そのマーカー２１４は、三次元関心領域のθ方向の範囲及び深さ方向の範囲を示すもので
ある。
【００８９】
　図１７には、設定支援像その２が示されている。設定支援像２１６には、積算画像２１
８、走査範囲マーカー２２０、及び、観察断面マーカー２２２が含まれる。積算画像２１
８は、θ方向及びφ方向に広がる部分的ボリュームデータをｄ方向（厚み方向）に積算す
ることによって生成される。マーカー２２０は、三次元関心領域のθ方向の範囲及びφ方
向の範囲を示す矩形の形状を有している。マーカー２２４はθ方向の電子走査の基準端又
は開始端を示すものである。θ方向の範囲が数値２１６として表示されている。マーカー
２２０が他の目的で利用されてもよい。
【００９０】
　図１８には、設定支援像その２についての変形例が示されている。設定支援像２２６に
は三次元関心領域を示すボックス状のマーカー２２８が含まれる。そのマーカー２２８は
三次元関心領域におけるθ方向の範囲及びφ方向の範囲を示すものである。
【００９１】
　上記実施形態によれば、複合走査シーケンスに基づく電子走査制御により、リアルタイ
ム断層画像を表示しながら、支援情報をユーザーに提供できる。具体的には、観察断面以
外からのデータを含む参照データを時分割で取得し、その参照データを用いてユーザーを
支援できる。上記実施形態において、複数の支援モードが同時に実行されてもよい。個々
の支援モードはそれぞれ単独でも価値を有し、つまりそれぞれ単独でも採用され得るもの
である。
【符号の説明】
【００９２】
　１０　３Ｄプローブ、１２　三次元空間、１４　走査面（観察断面）、２０　断層画像
形成部、２４　表示処理部、３０　観察支援像生成部、３４　操作支援像生成部、３６　
設定支援像生成部。
 
 



(18) JP 2020-62290 A 2020.4.23

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(19) JP 2020-62290 A 2020.4.23

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(20) JP 2020-62290 A 2020.4.23

【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】



专利名称(译) 超声波诊断装置及程序

公开(公告)号 JP2020062290A 公开(公告)日 2020-04-23

申请号 JP2018196860 申请日 2018-10-18

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 笠原英司

发明人 笠原 英司

IPC分类号 A61B8/14

FI分类号 A61B8/14

F-TERM分类号 4C601/BB03 4C601/DD09 4C601/EE11 4C601/HH14 4C601/HH17 4C601/JB34 4C601/JC08 4C601
/JC15 4C601/KK31 4C601/KK32

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：使用3D探针显示实时断层图像时，提供观察支持，操作支
持和设置支持。 发送/接收控制单元根据与选择的支持模式相对应的合成
扫描序列来控制超声波束的电子扫描。 复合扫描序列包括在时间轴上间
歇执行的多个基本扫描和在它们之间间歇执行的多个辅助扫描。 断层图
像形成单元20基于通过多次基本扫描顺序获取的多个截面数据来形成实
时断层图像。 观察支持图像生成单元30，操作支持图像生成单元34和设
置支持图像生成单元36基于通过多次辅助扫描获取的参考数据来生成观
察支持图像，操作支持图像和设置支持图像。 。 [选型图]图1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/bb97125f-bec9-495b-bf88-22a071eaf40c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070387898/publication/JP2020062290A?q=JP2020062290A

